
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

上小建設労働組合 

上田市国分７４１－７ 

０２６８－２２－２３６２ 

Home Page: http://www.e-kumiai.jp/ 

 

 

 

 

  １月１８日の日曜日、組合旅行『新春ミステリーツアー』へ行ってきました！ 

 大型バス１台満車で組合事務所を７時に出発。 

 お天気がとても良く、清里→須玉と富士山がとてもキレイに見えました。 

 途中２度程トイレタイムを挟み、お昼に『伊豆長岡パノラマパーク』へ到着！ 

 こちらで、本日メインのランチバイキングを頂きました。他にも家族連れや、バス旅行 

 の観光客で賑わっていました。 

  ２時間程時間があったので、別料金でロープーウェイでかつらぎ山へ登った方もいま 

 した。山頂には、足湯があったり、富士山、駿河湾が一望できるおすすめの絶景スポット 

 でした。 

   その後、江間イチゴ狩りにて、とても甘くておいしい紅ほっぺを食べました。 

  イチゴ畑の周りが、菜の花畑となっていて、そちらで菜の花摘みができるようになって 

   いましたが、摘まれた後で、あまり残っていませんでした。 

    最後に三嶋大社へより、お参りをしてから帰路へつきました。 

      乗車時間は長かったけれど、楽しい１日となりました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 インフルエンザ予防接種を受け、まだ申請していない方は早めに申請して頂くようにお願いします。 

申請書を紛失された方は、組合ホームページより書類がダウンロードできるようになっていますので、 

記入・押印し、領収書にもれがないことを確認してから郵送で送って下さい。 

 

 

 

 省エネ住宅の新築やエコリフォームに対して、さまざまな商品等と交換できるポイントを発行する制度。 

今回の「省エネ住宅ポイント」で対象となる物件は、従来の新築、リフォームに加えて完成済新築住宅の購

入も含まれます。省エネ性能要件については以下の通りとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 省エネ住宅ポイント制度を十分活用して、皆様の仕事確保につなげていきましょう！ 

 

○平成 26 年 12月 27日（閣議決定日）以降に契約したもの 

（着工は契約締結日～平成 28 年 3月 31 日） 

○14年 12月 26日までに検査済証が発行され、補正予算成 

 立日以降に売買契約を締結する完成済新築住宅の購入も 

 含まれます 

対象期間 

 

 

 １泊２食付きで格安に予約のしやすいビスタリゾートが２施設閉鎖し、新規保養所が３施設増え 

ました。比較的予約も取りやすいので、御利用下さい。 

 後日組合福利厚生制度より１名 2,000円の補助がありますので、かなりお安く宿泊できます。 

 

 閉鎖施設  ☆ みさき公園南海荘 （大阪府岬町）    ☆ 賢島パールハウス（三重県志摩） 

 

 新規施設  ☆ クレストビュー菅平 （長野県須坂市仁礼町峰の原） 休前日 8,500円 

       ☆ ルミエール伊豆   （静岡県伊豆の国市宗光寺）  休前日 8,500円 

       ☆ 慶野松原 淡路荘 汐彩（兵庫県南あわじ市松帆古津路）休前日 7,500円 



【相 談 日】 ２月１２日（木）～ ３月１３日（金）３月２日（月）・土・日は相談会を行いません。 

           

午前 

９:００～ 

午後 

１:００～ 

１０:００～ ２:００～ 

１１:００～ ３:００～ 

 ４:００～ 
 

【持 ち 物】 １．確定申告書     ２．印鑑     ３．帳簿類 

       ４．生命保険・地震保険・年金の証明書   ５．建設国保の支払証明書 

       ６．昨年の申告書・決算書の控え  

       ７．医療費控除  → 領収書と合計金額 

       ８．住宅取得控除 → 金融機関発行の年末残高証明 

 

【注 意 点】※ １年間の売上・経費はまとめてきて下さい。 

      ※ 消費税課税対象者は５％（１月~３月）・８％（４月~１２月）の売上・経費を 

        それぞれ集計して下さい。 

      ※ 全員の方の記帳義務があり、帳簿等の保管が義務づけられています。 

        収入金額や必要経費を記載した帳簿……７年 

         その他の帳簿、請求書、納品書、送り状、領収書などの書類……５年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次の事項に該当する方は、３月２０日（金）

までに組合へご連絡ください。 

 

● 一人親方労災保険に加入したい 

● 基礎日額を変更したい 

● 一人親方労災保険をやめたい 

● 一人親方労災保険に加入している方で、 

１．労働者を雇っている方 

２．元請工事をされる方 

☆基礎日額の変更については、年度途中ではで

きません。変更希望のある方は、この時期にお

申し出下さい。 

 

 

 組合にて労働保険を委託している事業主のみ

なさんには、更新書類を３月下旬から４月初旬

に掛けて郵送しますので、必ず期限までに提出

して下さい。 

 年度更新スケジュール 

３月下旬  書類発送 

        ↓ 

５月８日  書類提出締切 

        ↓ 

６月中旬  更新結果書類送付 

        ↓ 

７月中旬  第１回保険料引落し 

新年度に向け、仕事面も生活面も何かと忙しい時期です。

必要な手続きは忘れずに行なって下さい。 

 確定申告の時期となりました。組合では皆様のお手伝いをさせていただきます。 

相談は、ゆとりをもって対応できるように予約制となっております。もちろん無料です。 

希望される方は、希望日時を組合へ電話予約お願いします。早い時期の申し込みをお勧めします。 

 



日  程 会  場 

3月 17日 火 組合事務所 

3月 18日  水 組合事務所 

3月 19日  木 組合事務所 

3月 20日 金 組合事務所 

 

 

 

 

                                          スマホ申込 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     下記のいずれかの方法で受診して下さい。 

 

 

 

 

 

    ※ 建設国保の扶養者でパート先等で健康診断を受けた方は受診結果を送付して下 

      さるようお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

受付時間  午前 9時～１１時          

受診時間は申込順となります。指定時間厳守 

検 診 料    

 

 

     日帰り人間ドック相当の健診となります。 

前立腺 １，６５０円 （50歳以上 650円） 

     石 綿 １，０００円 （単独受診 3,000円） 

受付手順 ・２月末までに予約を入れて下さい。 

     ・３月初旬に時間等記載のお便り送付します 

     ・当日、受診時間に会場へお越し下さい。 

 

 自己負担額 通常受診料 

総合健診 ２０００円 １３，６２０円 

 

 上記の日程で組合健康診断を受診する ⇒ ２月末までに QR又は電話にて連絡 

 かかりつけの病院へ『受診券』を持参して受診する ⇒ １月初旬に各自へ郵送済み。 

 人間ドックを受ける ⇒ 補助申請を行ってください。（10,000円補助 領収書受診結果が必要です） 

 他の場所で受診 ⇒ 受診結果を提出して下さい。（500円のＱＵＯカードを差し上げます） 

受診率が悪いと、補助金が減り、保険料の値上げとなります。必ず受診しましょう！ 

 
 

 

 

 １月２５日の日曜日、毎年恒例で行われているスキーの集いが行われました。 

東御市の湯の丸スキー場の１日リフト券と食事とドリンクがセットで格安で自由に遊べるので、たく

さんのご家族の方が参加しました。当日は、お天気にも恵まれ、親子連れで賑わっていました。 

 時間に縛られることなく、自分達のペースで行動することができよかったとの事です。 


